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2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

4. 

お問合せ先：

■実施期間

■事業形態

脱炭素志向型住宅の導入支援事業（経済産業省・国土交通省連携事業）

補助要件(詳細)・補助対象の例

• 間接補助事業

○対象（補助額）：新築戸建住宅※１、新築集合住宅※１

省エネ基準における地域区分１～４：125万円／戸、５～８：110万円／戸

① 脱炭素志向型住宅の導入加速により、関連産業の産業競争力強化及び経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実
現し、くらし関連分野のGXを加速させる。

② 住宅の省エネ化を加速させ、エネルギー価格高騰から国民生活を守る。

ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する新築住宅（脱炭素志向型住宅）の導入を支援します。

【令和７年度補正予算（案） 75,000百万円】

• 民間事業者・団体

• 令和７年度

• ■補助対象

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室／住宅・建築物脱炭素化事業推進室 電話：0570-028-341

3. 事業スキーム
間接補助事業
民間事業者・団体
令和７年度■実施期間

■事業形態
■補助対象

注）以下の住宅は、原則対象外とする。
・「土砂災害特別警戒区域」又は「急傾斜地崩壊危険区域」又は「地すべり防止区域」に立地する住宅
・「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、
急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1,000㎡超の開発
によるもので、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとするために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅

・「市街化調整区域」のうち、「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域（洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ
３ｍ以上の区域に限る。）」に立地する住宅

・ 「市街化調整区域以外の区域」のうち、「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域（洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水
想定高さ３ｍ以上の区域に限る。）」かつ「災害危険区域」に立地する住宅

住宅の種別
（形態・立地を含む）

断熱
性能

一次エネ消費量削減率
その他要件

省エネのみ 再エネ含む

戸
建

下記以外の地域

等級６
以上

35％
以上

100％以上

・高度エネルギーマネジメント
（HEMS等）の導入
※他の機器との接続が可能な
規格に適合することが必要

(接続の是非は居住者の判断)

寒冷地又は低日射地域 75%以上

都市部狭小地等又は多雪地域 ー

集
合

１～３層 75％以上

４・５層 50％以上

６層以上 ー

＜補助要件(詳細)＞

＜補助対象の例＞

※２：右の表を参照
※３：温室効果ガスの排出削減のための取組の実施、省エネ性能を満たす住宅の供給割合の増加など

※１：補正予算案の閣議決定日（令和７年11月28日）以降に、工事着手（基礎工事に着手）したものに限る。

○主な要件：① 断熱等性能等級６以上
② 一次エネルギー消費量削減率35％以上（省エネのみ）
③ 一次エネルギー消費量削減率100％以上（再生エネ等含む）※２

④ 高度エネルギーマネジメント（HEMS等）
⑤ 建築事業者がGXの促進に対する協力について表明等すること※３ など

家庭部門のCO2排出量削減を進め、くらし関連分野のGXの実現に向けて、2050年ス
トック平均でZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）基準の水準の省エネルギー性能
の確保を目指す牽引役として、ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する住宅の
早期普及を図るため、脱炭素志向型住宅（GX志向型住宅）の導入に対して支援を行う。
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

「補助対象」、「委託内
容」、「活用事例」、
「事業イメージ」の中か
らタイトルを選択。
［ﾒｲﾘｵ、太字、14pt］

事業の目的を箇条書きで
記載
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

事業名を記載
［ﾒｲﾘｵ、太字、18pt］

事業のポイントを簡潔に
記載
［ﾒｲﾘｵ、太字、14pt］

予算額を記載
【令和２年度要求額 0,000百万
円（0,000百万円）】
［ﾒｲﾘｵ、標準、13pt］

事業内容を説明。冒頭で手短に、事業の背
景について触れること。
［ﾒｲﾘｵ、標準、11 or 12pt］

■実施期間

■事業形態

図・写真等を交えつつ、
このスペースに納まる
よう記述

小見出し［ﾒｲﾘｵ、濃青
緑、太字、12pt］

本文［ﾒｲﾘｵ、標準、
12pt］

問い合わせ先を記載
環境省 ○○局 ○○課
○○室 電話：03-
5521-xxxx
［ﾒｲﾘｵ、太字、12pt］

以下から選択：
請負事業／委託事業／直接補助事業／直接
補助事業（基金）／間接補助事業／交付金
／交付金（基金）

※補助事業の場合は補助率も記載
※複数の事業種別がある場合や特殊なス
キームの場合は、適宜記載
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

「■選択」の欄は、事業形態に合わ
せ、以下の様に記載
①請負事業：■請負先
②委託事業：■委託先
③補助事業：■補助対象
④交付金： ■交付対象
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

以下から選択：
民間事業者・団体／非営利団体／大学
／研究機関／地方公共団体一般／都道
府県／市区町村
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

4. 

自然公園等施設災害復旧事業費

補助対象

災害によって被災した自然公園等施設の早期復旧を図ります。

【令和７年度補正予算（案） 146百万円】

地方公共団体

令和７年度

環境省自然環境局自然環境整備課 電話：03-5521-8281

■補助対象

激甚化・頻発化する自然災害により自然公園等施設に損壊等被害が生じており、観光利用の拠点となる自然公園等施設

の復旧を迅速に行うことで、風評被害や利用者の減少を最低限に抑えるなど、魅力的な観光地域づくりにつなげ、地域

の早期復興を実現する。

頻発する災害により国立公園をはじめとする全国の自然公園等におい

て、施設が多数被災し、通常の支援・予算では被災自治体が施設の復旧

を行うことは困難な状況にある。また、被災した施設の復旧の遅れは地

域一帯の観光振興への影響も大きいため、被災自治体による施設の早期

復旧を図ることが可能な措置を講ずるもの。

＜具体的な事業内容＞

・地方公共団体が実施する自然公園等施設の復旧事業を支援

補助事業（激甚災害：2/3、その他の災害：1/2）

転落防止柵の流失

倒木 落石

公衆トイレの損壊
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2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

4. 

お問合せ先：

指定管理鳥獣（クマ類・ニホンジカ・イノシシ）対策事業

事業イメージ

請負事業/交付金（補助率１／２、２／３、定額）

◆国直轄事業（クマ類の総合対策推進事業）
❶改正鳥獣保護管理法を踏まえた基本指針の改定

❷自治体向け市街地等におけるクマ類出没対応の訓練の実施及びマニュアル改定

❸市街地等における出没対応のための捕獲技術者等研修

❹絶滅のおそれのある四国の個体群の保全

❺クマ類の地域ユニットにおける個体数推定事業

❻クマ類の生息地になっている国立公園におけるマニュアル策定・対策実施

・クマ類による被害防止と地域個体群の保全の両立に向けて、科学的データに基づく捕獲の強化、クマ対応等に係る人材の配置・

育成、改正鳥獣保護管理法の附帯決議や国会審議を踏まえた鳥獣対策の基本方針を改定や出没に備えるマニュアルの改定等を行

い、クマ類の総合的な対策を促進する。

・都道府県等が計画に基づき行う指定管理鳥獣（クマ類、シカ、イノシシ）の捕獲や被害対策等を支援する。

クマ類をはじめとする指定管理鳥獣による被害防止・軽減に向け、国全体の方針等の改定等や、地方自治体が行う対策の支
援を行います。

【令和7年度補正予算（案） 5,474百万円】

請負事業：民間事業者・団体
交付金事業：都道府県（一部市町村への間接補助）、協議会

令和7年度

■請負先

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 電話：03-5521-8285

◆交付金事業（指定管理鳥獣対策事業交付金（クマ類・シカ・イノシシ））

①鳥獣の保護・管理に係る専門人材育成等事業： 認定鳥獣捕獲等事業者等の育成、

指定管理鳥獣管理専門人材の配置、緊急銃猟実施対応等実務者の育成・配置等

②ニホンジカ・イノシシ捕獲等対策事業：指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画の策定、

ニホンジカ・イノシシの捕獲、広域連携した対策、ジビエ利用対策等の実施

③クマ類総合対策事業：特定計画・指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画の策定、

生息状況調査、出没防止対策（誘引物管理、緩衝帯整備、柵の設置等）、

クマ類の捕獲等（緊急銃猟、春期管理捕獲等）

国直轄事業…❶～❹の取組に加え、❺・❻の取組を新たに実施

交付金事業…地方自治体が行うクマ類・シカ・イノシシの捕獲
や対応人材の育成等の被害防止対策への支援

②捕獲、広域連携等

③誘引物の管理
③緩衝帯整備

③侵入防止柵の設置
③捕獲
緊急銃猟

春期管理捕獲等

①認定鳥獣捕獲等事業者等の育成・配置

①緊急銃猟等専門人材の育成・配置、体制構築■実施期間

■事業形態

❻国立公園におけ
るマニュアル策定、
電気柵の設置等の
対策を実施。

❺環境省が
統一的手法により
全国の個体数推定
調査等を実施。
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

「補助対象」、「委託内
容」、「活用事例」、
「事業イメージ」の中か
らタイトルを選択。
［ﾒｲﾘｵ、太字、14pt］

事業の目的を箇条書きで記載
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

事業名を記載
［ﾒｲﾘｵ、太字、18pt］

事業のポイントを簡潔に記載
［です･ます調、ﾒｲﾘｵ、太字、14pt］

予算額を記載
【令和5年度要求額 0,000百万円
（0,000百万円）】
［ﾒｲﾘｵ、標準、13pt、数字は半
角］

事業内容を説明。冒頭で手短に、事業の背
景について触れること。
［ﾒｲﾘｵ、標準、11 or 12pt］

■実施期間

■事業形態

図・写真等を交えつつ、
このスペースに納まる
よう記述

小見出し［ﾒｲﾘｵ、濃青
緑、太字、12pt］

本文［ﾒｲﾘｵ、標準、
12pt］

問い合わせ先を記載
環境省○○局○○課
○○室 電話：03-
5521-xxxx
［ﾒｲﾘｵ、太字、12pt、電
話番号は半角］

以下から選択：
請負事業／委託事業／直接補助事業／直接
補助事業（基金）／間接補助事業／交付金
／交付金（基金）

※補助事業の場合は補助率も記載
※複数の事業種別がある場合や特殊なス
キームの場合は、適宜記載
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

「■選択」の欄は、事業形態に合わ
せ、以下の様に記載
①請負事業：■請負先
②委託事業：■委託先
③補助事業：■補助対象
④交付金： ■交付対象
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

以下から選択：
民間事業者・団体／非営利団体／大学
／研究機関／地方公共団体一般／都道
府県／市区町村
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

4. 

関連するSDGsのアイコン
を１つ以上記載

特定外来生物防除等対策事業

事業イメージ

交付金（交付率は1/2以内又は定額）

令和４年５月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法

律」の一部改正法が成立し、令和５年４月に施行された。これにより、都道府

県は、我が国に定着した特定外来生物の被害防止措置を講ずることが、市町村

はそれに努めることが責務となった。加えて、同法に基づき、国は地方公共団

体における施策の支援に必要な措置を講ずることが責務となった。

同法に基づくこれらの責務規定を踏まえ、特定外来生物による生態系等に係

る被害の防止に向けて、地方公共団体が主体的に取り組む下記の事業について、

交付金により支援を行う。

（１）特定外来生物防除事業（交付率1/2以内）

（２）特定外来生物早期防除計画策定事業（定額、250万円※）

※ただし、定額を超える事業費分は1/2以内。

地方公共団体が取り組む特定外来生物の防除や、総合的な外来種対策を進めるための戦略の策定、外来種リスト等の策

定に向けた調査・検討等について、交付金により支援し、特定外来生物の分布拡大の抑制や根絶、生態系等に係る被害

の防止・低減を実現する。

地方公共団体が取り組む特定外来生物の防除等を支援します。

【令和７年度補正予算（案） 600百万円】

地方公共団体 ※中間執行団体

令和７年度

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 電話：0

3
- 5521-8344

■交付対象

特定外来生物による被害の防止、
分布拡大の抑制・根絶、生態系の回復

国

都道府県

市町村

市町村・
民間団体

民間団体

交付金

½以内又は定額

ウチダザリガニクビアカツヤカミキリ

アライグマオオバナミズキンバイ

ツマアカスズメバチ
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2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

「補助対象」、「委託内
容」、「活用事例」、
「事業イメージ」の中か
らタイトルを選択。
［ﾒｲﾘｵ、太字、14pt］

事業の目的を箇条書きで記載
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

事業名を記載
［ﾒｲﾘｵ、太字、18pt］

事業のポイントを簡潔に記載
［です･ます調、ﾒｲﾘｵ、太字、14pt］

予算額を記載
【令和７年度第１次補正予算要
求額 0,000百万円】
［ﾒｲﾘｵ、標準、13pt、数字は半
角］

事業内容を説明。冒頭で手短に、事業の背
景について触れること。
［ﾒｲﾘｵ、標準、11 or 12pt］

■実施期間

■事業形態

図・写真等を交えつつ、
このスペースに納まる
よう記述

小見出し［ﾒｲﾘｵ、濃青
緑、太字、12pt］

本文［ﾒｲﾘｵ、標準、
12pt］

問い合わせ先を記載
環境省○○局○○課
○○室 電話：03-
5521-xxxx
［ﾒｲﾘｵ、太字、12pt、電
話番号は半角］

以下から選択：
請負事業／委託事業／直接補助事業／直接
補助事業（基金）／間接補助事業／交付金
／交付金（基金）

※補助事業の場合は補助率も記載
※複数の事業種別がある場合や特殊なス
キームの場合は、適宜記載
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

「■選択」の欄は、事業形態に合わ
せ、以下の様に記載
①請負事業：■請負先
②委託事業：■委託先
③補助事業：■補助対象
④交付金： ■交付対象
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

以下から選択：
民間事業者・団体／非営利団体／大学
／研究機関／地方公共団体一般／都道
府県／市区町村
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

4. 

関連するSDGsのアイコン
を１つ以上記載

お問合せ先：

動物収容・譲渡対策施設整備費補助

事業イメージ

直接補助事業、間接補助事業（補助率：１／２以内）

(1)都道府県等が実施する動物収容・譲渡施設の新築、改築、改修の事業に対し

て、補助金を交付する。（補助率：１／２以内）

(2)災害時におけるペット連れ被災者の一時預かり拠点施設の整備に対して、補

助金を交付する。（補助率：１／２以内）

・都道府県が引き取った犬猫について、動物愛護管理基本指針（令和２年４

月改正）における目標である平成30年度比50%減の殺処分数約２万頭を達

成するも、依然として年間９千頭超の犬猫が殺処分されている状況。

・引き取った犬猫を収容し譲渡会等の取組を促進する施設の確保が喫緊の課

題だが、施設老朽化による更新時期にあり、短期間で集中的な整備が必要。

・近年多発する災害時における被災ペット対策として、ペットの一時預かり

機能を備えた拠点施設を整備する必要性の高まり。

・防災基本計画（令和６年６月改訂）…市町村の事務に、避難所等に家庭動

物と同行避難した被災者の受け入れの平時からの訓練や周知が求められる。

①都道府県等が引き取った犬猫を収容し馴致訓練や譲渡会等の取組を促進する施設の整備を図ることで、返還・譲渡

の機会増大につながり、もって、返還・譲渡率の増加による殺処分数の削減に寄与する。

②災害時におけるペット連れ被災者の円滑な避難と広域的な支援体制の推進整備を図る。

自治体が行う動物収容・譲渡対策施設の整備に対し、補助を行います。

【令和７年度補正予算（案） 80百万円】

都道府県、政令市及び中核市、等

令和７年度

■補助事業

環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室 電話：03-3581-3351

◇災害時におけるペット連れ被災者の
一時預かり拠点施設の整備

（避難所では周りの人への配慮と
ペットの健康管理が必要）

動物愛護センターの新築

収容設備の増改築

譲渡のための施設改修

災害時の一時預かり拠点施設の整備
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